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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】組立後の構造が堅固で、使用後も確実容易に折
りたたまれ、安全に使用できる、折りたたみ梯子を提供
する。
【解決手段】多数の梯柱素子２ａと、接手３ａと、横方
向梯板５ａとを含み、各梯柱素子は中空状の梯管であっ
て、しかも互いにテレスコープ状に伸縮自在にはまり込
むことができる。各梯柱素子の上端には接手が横方向に
設けられ、その上端には１つの固定式押しピンが突出し
、その内部に締付手段４ｂが収納されている。締付手段
４ｂには１つの触動キー４４０があり、接手の外部は更
に横方向の梯板に包覆されている。このようにして、上
、下接手が接続した際、下方接手の凸状押しピン、上方
接手内部の触動キーを作動し、上方接手の締付手段が解
放され、上段梯柱素子は順序よく自動的に落下して折り
たたまれる。
【選択図】図７
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　折りたたみ式梯子であって、
　各々の管径の異なる、互いにテレスコープ状に挿入して嵌合できる、中空管体からなり
、その上端に位置決め穴のある、多数の梯柱素子と、
　各々そのリング部で前記梯柱素子の上端に巻き付き、前記梯柱素子の位置決め穴と相通
じる貫通孔を有し、その一端を外に向って延長して軸接部を形成し、軸接部の中は通路と
なった、多数の接手と、
　前記軸接部の外部に嵌設された、多数の横方向梯板と、
　各々前記接手の通路内部に設けられた多数の締付手段と、からなり、
　前記締付手段は更に前記リング部の貫通孔と、前記梯柱素子の位置決め穴を貫通するラ
ッチと、前記ラッチの一端に取り付けられ、前記ラッチの復帰を司るばねと、前記ラッチ
と前記ばねをその位置に固定する板片と、前記ラッチを触動して移動させる触動キーとを
含み、
　前記接手のリング部上端には１本の突出した押しピンが上方にあり、前記接手内部の触
動キーの一端と位置を合わせ、上方の接手と下方の接手が重合したとき、下方の接手の突
出した押しピンで、上方の接手内部の触動キーを作動して旋回させ、前記ラッチを上段梯
柱素子の位置決め穴から退出させ、上段梯柱素子を順次自動的に落下させて折りたたませ
、また、前記ラッチの移動を制御する前記触動キーの誤触による誤動作から起る使用上の
不安全を防止でき、また、前記梯柱素子の上端管口内には内凸状のジャーナルを形成し、
下端の管外には外凸状のフランジ部を形成し、上段の梯柱素子が下段の梯柱素子内部に嵌
合した後、上段梯柱素子の凸状フランジ部と上段梯柱素子のジャーナル部で互いに嵌合し
て梯柱素子の離脱を防止する、改良された折りたたみ梯子。
【請求項２】
　前記押しピンは固定式で直立している、請求項１に記載の折りたたみ梯子。
【請求項３】
　前記押しピンは前記接手のリング部と一体に形成されている、請求項１に記載の折りた
たみ梯子。
【請求項４】
　前記締付手段が最下層の接手内部に取り付けられている場合、前記ラッチの一端は連柱
で、横方向に移動する手動制御ボタンに接続され、前記手動制御ボタンは横方向梯板の外
部に取り付けられて、使用者が外から操作して、第２段以上の梯柱素子を順次自動的に落
下折りたたみするよう制御できる、請求項１に記載の折りたたみ梯子。
【請求項５】
　更に１つのその下端に護溝を形成している間隔保持用開鎖ブロックを備え、前記押しピ
ンの上に取り付けられ、その上端にまた１本の上に向った押しピンが取り付けられていて
、前記押しピンの上に前記間隔保持用開鎖ブロックを取り付けたとき、上、下横方向梯板
が折りたたんで、１つの空間を形成する、請求項１に記載の折りたたみ梯子。
【請求項６】
　更に全体の折りたたみ梯子の底部に取り付けられた、１組の補助弾性脚架を備え、不平
坦や高低差のある地面で前記折りたたみ梯子を使用する場合、平衡を保持する、請求項１
に記載の折りたたみ梯子。
【請求項７】
　前記補助弾性脚架は、前記梯子素子と嵌合する梯管と、前記梯管の下方に設置した底座
と、前記底座と連結した伸縮柱と、前記伸縮柱の伸縮を調整する引伸し制御手段とを含む
、請求項６に記載の折りたたみ梯子。
【請求項８】
　前記補助弾性脚架の伸縮柱の下端には、１つの球座を取り付けて前記底座と結合して、
前記伸縮柱の角方向を調整する、請求項７に記載の折りたたみ梯子。
【請求項９】
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　前記底座はゴム脚パッドと、中蓋板と、上蓋板とからなり、前記中蓋板と前記上蓋板は
互いに抱き合って、前記球座を中に包み、前記伸縮柱の方向転換を便利にする、請求項８
に記載の折りたたみ梯子。
【請求項１０】
　前記引伸し制御手段は、１つの基座内部に取り付けた渦巻ばねの上に載置した、鉄製の
単方向止金の上に更に１つの斜状ブロックを載せた構成で、前記伸縮柱の長さを下方に向
って自由に調整し、上方に向っては前記単方向止金で、前記伸縮柱がただ伸びるだけでも
とに戻らないよう制御し、前記脚架の高さを制御する、請求項７に記載の折りたたみ梯子
。
【請求項１１】
　前記単方向止金の一端には引金が取り付けられていて、上に引上げたとき、前記単方向
止金を押圧して水平状に戻し、前記伸縮柱を元の状態に復帰させる、請求項１０に記載の
折りたたみ梯子。
【請求項１２】
　更に１組の表示片が前記ラッチと一体に構成され、前記ラッチに伴なって前後に移動し
、また、前記リング部の軸接部には、前記表示片を嵌入して移動させる窓枠が設けられ、
前記横方向梯板には前記表示片を局部露出させる覗穴が設けられ、使用者が前記表示片の
表示する部位から、前記ラッチが閉められているか否かを観察できる、請求項１に記載の
折りたたみ梯子。
【請求項１３】
　前記表示片の外表面には、前記ラッチの閉鎖状態を表示する第１区域と、前記ラッチの
閉鎖状態を表示する第２区域を設けている、請求項１２に記載の折りたたみ梯子。
【請求項１４】
　前記１組の表示片は２片からなり、その中に１本の挿しピンがあり、他の１片には挿し
ピンを受け入れる受孔があり、また前記ラッチの柱体には前記挿しピンを通す横穴が開設
されている構成で、前記両表示片と前記ラッチが結合して連動する、請求項１２に記載の
折りたたみ梯子。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は改良された折りたたみ梯子の構造に関するもので詳しくはその組立て構造が堅
固で確実、使用後も容易に折りたたまれ、使用上安全な折りたたみ梯子の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　梯子は人の生活上不可欠な工具の１つである。梯子やトラスのような登高器具や設備は
、人類が高所に登って作業や物品を搬送できるようにする、便利を与える。
【０００３】
　図１Ａは通常の梯子の概観図である。梯架８００は２本の梯柱により組み合わされ、梯
子の下端部にはパッドで滑りを止め、梯子の間には適当の区間をおいて踏板を設け、使用
時にはＡ字状を呈している。
【０００４】
　このような伝統的な梯子は図体が大きく、携帯に不便で、収納に大きい空間を必要とす
るので、取扱いが不便である。
【０００５】
　このような従来の折りたたみ梯子を改良せんがため、本願の考案者は２００６年４月２
９日に中国特許局に第２００６２０１１３４０７．６号「伸縮梯」の特許を出願し、許可
されて新型第８９９７０５号専利証書を得た。
【０００６】
　図１Ｂを参照しよう。この中国第２００６２０１１３４０７．６号「伸縮梯」の特許を
受けた、折たたみ梯子局部の外観図において、その第１層の横方向の梯板内部の締付手段
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が作動された場合、従動板８０１はシーソー状の動作をなし、その一端を梯板上端の通孔
を通過し、更に上層の横方向梯板の通孔８０２に挿し込んで上層の横方向梯板内部の触動
キー８０３を圧動し、上層横方向梯板内部のラッチを退出させて開鎖状態となり、これに
て第２層以上の締付手段が順次自動的に開鎖し、各梯柱素子を折りたたむのである。
【０００７】
　然るに、この中国第２００６２０１１３４０７．６号の特許案を得た後、なお引続く苦
心研鑚の結果、もし梯板上、下の孔が、梯子を周囲環境の汚い場所で使用された場合、塵
埃などにより塞がれるために梯柱素子の連動がうまく行かなくなり、甚しくは触動キーが
完全に失効して、いろいろな問題を惹起することを発見した。
【０００８】
　開鎖動作を完成するためには、連動板８０１が触動キー８０３をスムーズに作動しなけ
ればならない。ただ１つの連動板８０１が動かなくなり、またうまく通孔を通過しないだ
けで、全体の梯子の折りたたみ動作に影響して、使用上不便である。
【０００９】
　また、相互に挿し込む梯柱素子に有効な締付手段がないと梯子を引き伸ばした際、上下
の梯柱素子が離脱する恐れがあり、使用上危険である。
【００１０】
　以上の事情に鑑み、本願の考案者は上記の欠点を改善するため、一層の研究考案を重ね
、幾多の試行錯誤を経た後、本考案開発の成功を見るに至ったのである。
【考案の概要】
【００１１】
　多数の梯柱素子、接手、締付手段と横方向梯板からなり、構造が簡単で、使用上安全、
従動部品を大量に減少し、加工を要する部分も少なく、複雑な技術を要しない、製作が簡
単でコストも安く、また、開鎖手段を完全に隠蔽して、誤作動による誤開鎖の危険が少な
く、締付用挿し込みピン動作確認用の覗窓を設けた、折りたたみ梯子の提供を本考案明の
目的とする。
【００１２】
　上記の目的を達成せんがため、本考案に係る改良された折りたたみ梯子の構造はその梯
柱素子に嵌め込む接手の上端には１つの固定式押しピンが設けられ、接手の内部には１つ
の締付手段が設けられ、更に接手の一端を横方向の梯板で包覆した折りたたみ梯子であっ
て、下方接手の固定式押しピンを下から上に接手内部に挿し込んで、上方接手内部にある
締付手段を触動して開鎖するのである。押しピンは固定式であるため、外力による破壊で
失効する心配はない。
【００１３】
　また、１つの間隔保持用開鎖ブロックを設け、これを固定式押しピンの上端に取り付け
、間隔保持用開鎖ブロックの上端には、押しピンと同じ大きさの間隔保持用押しピンがあ
り、この押しピンを利用しても同様に、上方接手内部の締付手段を押動することができ、
しかも、上、下梯板を折りたたむとき、一定の空間を残して、特別の場合、ケーブルや電
線の通路を提供できる。或いは長時間手袋を付けた作業員にここを握って作業する便を与
える。
【００１４】
　また、本考案に係る改良された折りたたみ梯子の構造においては、１組の補助弾性脚架
が折りたたみ梯子の底端に取り付けられていて、梯子と地面の接触面を広げ、使用の安全
性を高めている。加えるに、不平坦や段差のある地面上で梯子を使用する場合、環境に応
じて梯子の足場を調整できるので、安定性がよくなり、使用可能の場所や範囲が広くなる
。
【００１５】
　また、本考案に係る改良された折りたたみ梯子の構造においては、その上、下梯柱素子
の間に脱落しにくい締付手段を設けて、使用上の安全を確保している。
【００１６】
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　なお、本考案の詳細な構造、応用原理、作用と効能などについては、図面を参照しなが
ら、以下に詳述する、本考案の実施形態の説明を一読していただきたい。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】従来の梯子の立体図である。
【図１Ｂ】中国第９５１０８５１１号特許案の局部断面図である。
【図２】本考案に係る折りたたみ梯子の折りたたみ状態図である。
【図３】本考案に係る折りたたみ梯子の展開使用状態図である。
【図４】本考案の実施例においての、第１層梯柱素子及びその締付手段の分解図である。
【図５】本考案の実施例における、局部断面図である。
【図６】本考案の実施例における、梯柱素子の正面図である。
【図７】本考案の実施例においての、第２層以上の梯柱素子及びその締付手段の分解図で
ある。
【図８】本考案の実施例における、組立立体図である。
【図９】本考案の実施例における、接手を或る角度から見た図である。
【図１０】本考案の実施例において、展開した梯子を折りたたもうとする直前の図である
。
【図１１】本考案の実施例において、展開した梯子を折りたたもうとする直後の図である
。
【図１２】本考案の第２実施例の立体図である。
【図１３】本考案の第２実施例において、展開した梯子を折りたたもうとする直後の図で
ある。
【図１４】図１３の部分拡大図である。
【図１５】本考案の第３実施例の正面図である。
【図１６】本考案の第３実施例における、補助弾性脚架の概観図である。
【図１７】本考案の第３実施例における、補助弾性脚架の局部正面図である。
【図１８】本考案の第３実施例における、補助弾性脚架の局部立体概観図である。
【図１９】本考案の第４実施例における、局部の分解図である。
【図２０】本考案に係る、折りたたみ梯子の折りたたみ操作を示す局部図である。
【図２１Ａ】図２０のＡ部分の拡大図である。
【図２１Ｂ】図２０のＢ部分の拡大図である。
【考案を実施するための形態】
【００１８】
　図２と図３はそれぞれ、本考案に係る折りたたみ梯子１の折りたたみ状態と、展開状態
にある概観図を示す。この折りたたみ梯子１は多数の梯柱素子２と、接手３と、横方向梯
板５とからなる。使用の時は高く展開された構架となり、折りたたむ時には、管径の異な
る各段の梯柱素子が互いにテレスコープ状に嵌合して収納される。
【００１９】
　図４を参照しよう。本考案に係る折りたたみ梯子の各梯柱素子２は中空管状をなし、互
いに挿し込んで嵌合する。即ち第１段の梯柱素子２の内部に形状は同じだが、管径のやや
小さい第２段梯柱素子２ａが挿入されて嵌合する。第１段梯柱素子２の内部で第２段梯柱
素子２ａが上下に滑動できるようになっている。その他の各段の梯柱素子も、同様な状態
で互いに嵌合するのである。
【００２０】
　同図で示すように、第１段の梯柱素子２には、ほぞ穴２１と、位置決め穴２２が開設さ
れていて接手３と結合するようになっている。
【００２１】
　同図で示すように、接手３は、梯柱素子上端と結合するリング部３１と、このリング部
３１から外に向って延長する軸接部３２を含んでいる。リング部３１を梯柱素子の上端に
取り付けた後、ねじ３３で固定する。リング部３１の内壁には梯柱素子のほぞ穴２１に挿
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し込む位置決めテノン３４があり、また、その一端に注入孔３６が開設されしいる外、粘
液流道３５が凹設されていて、粘着剤の注入で梯柱素子を互いに固く粘着するのである。
また、リング３１に貫通孔３０が開設されていて、リング３１を梯柱素子の上端に取り付
けたとき、貫通孔３０は梯柱素子２の位置決め穴２２と相通ずる。
【００２２】
　軸接部３２はリング部３１と一体に形成され、その内部には通路３７が設けられ、貫通
孔３０と相通ずる。通路３７の両側には側板３２１、３２２が立てられ、側板３２１、３
２２の内壁面に直溝３８が開設され、軸接部３２の外部には横方向梯板５が嵌め込んであ
り、その下方の板面には通孔５１が開設されている。
【００２３】
　第１層の締付手段４ａは、第１層接手３の通路３７の内部に取り付けられ、制止板４１
と、ラッチ４２と、ばね４３と、引き棒４４と、手動制御ボタン４５とを含んでいる。制
止板４１は挿入後、軸接部３２の直溝３８内に固定されていて、その中央に開設された通
孔４１１を引き棒４４の結合端４４１が貫通した後、ラッチ４２の連結端４２１と結合し
ている。ラッチ４２の一端は接手３の貫通孔３０と梯柱素子２の位置決め穴２２を貫通す
る。ラッチ４２の柱体上には１つの嵌溝４２２が設けられ、Ｃ型片４６を挿入してねじ４
３の力を制約する。そこで、ラッチ４２が引き棒４４に引かれた場合、ばね４３の力を借
りて原位に戻れるのである。
【００２４】
　上記の第１層締付手段４ａの制止板４１、ラッチ４２、ばね４３と引き棒４４は皆接手
３の通路３７内に設置され、横方向梯板５に包覆されている。引き棒４４の一端横方向梯
板５の下方に位置する手動制御ボタン４５と接続され、手動制御ボタン４５が外部からラ
ッチ４２の制御ができるようになっている。手動制御ボタン４５の上端には導板４５１が
設けられ、導板４５１の下端には水平溝槽４５２が形成されて、パッキングの方式で導板
４５１を横方向梯板５の通孔５１に押し込めるようになっていて、水平溝槽４５２を利用
して、通孔５１の孔縁を滑りながら移動するのである。
【００２５】
　図４で示すように、第２段以上の梯柱素子２ａでは、その外部に固定用通孔２３が開設
され、孔２３の下方は外凸フランジ２４に形成され、第１段梯柱素子２の内面は相対した
内凸フランジ２５（図５を参照）を形成しているので、梯柱素子２ａが第１段梯柱素子２
内で上下移動するとき、外凸フランジ２４と内凸フランジ２５を接触しつつ、固定用通孔
２３と第１段梯柱素子２の位置決め穴２２と位置を合せて、ラッチ４２を固定用通孔２３
に通すことができ、上、下段梯柱素子を展開して固定するのである。
【００２６】
　第２段以上の梯柱素子２ａでは、その下端に更に１つの制止孔２６があり、緩衝素子６
を１つの突起６１で梯柱素子２ａの制止穴２６に引き留め、梯柱素子２ａの下端に固定す
るのである。緩衝素子６の下段の外周には弾性体帯６２が巻かれ、梯柱素子の内部で上下
移動する際、梯柱素子の内壁との間で適宜な摩擦力を保って騒音の発生を防ぐのである。
弾性体帯６２には折りたたみの際、動作を緩める機能もある。緩衝素子６の内部にはまた
、１つの挟膜６３が取り付けられていて、その上面には穴が形成され、緩衝素子６の上下
移動に伴い、孔から空気を挟膜６３内に取り入れ、緩衝効果を高めるのである。
【００２７】
　図６を参照しよう。両梯柱素子が手易すく離脱するのを防止するため、本考案の梯柱素
子はその上端の管口に内凸状のジャーナル部２０１を設け、下端の管口には外凸状のフラ
ンジ２０２が設けられている。これにて上段の梯柱素子を下から上に下段の梯柱素子の内
部に挿し込んだ後、ジャーナル部２０１と外凸フランジ部２０２の相互牽制により、梯柱
素子が互いに離脱しにくくなり、使用上の安全を確保できる。
【００２８】
　図７を参照しよう。この図は主に第２段以上の梯柱素子２ａが上層締付手段４ｂ、上層
接手３ａと上層横方向梯板５ａが、第１層のそれらとやや異なることを示している。上層
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の横方向梯板５ａの下方には通孔を設ける必要はない。
【００２９】
　上図に示すように、上層接手３ａは第１層の接手３を具備している他、側板３２１、３
２２の内壁面に１つの軸溝３９を設けている。また、接手３ａのリング部３１の底端には
、軸接部３２と相接する部位にノッチ３１０が形成されている。
【００３０】
　上層接手３ａ内部に取り付けた上層締付手段４ｂは、ラッチ４１０、ばね４２０、スリ
ーブ４３０と触動キー４４０を含んでぃる。スリーブ４３０には１つの立板４３１が取り
付けてあり、その両側は軸接部３２の直溝３８内に挿し込んで、固定されている。スリー
ブ４３０内部にはラッチ４１０の一端が取り付けられ、ばね４２０にてラッチ４１０が水
平に移動し、また復帰の機能を与えるのである。ラッチ４１０の柱体には嵌溝４１１が形
成され、触動キー４４０がここに嵌設されている。
【００３１】
　同図に示すように、触動キー４４０はほぼＶ状体であり、その一端は二股アーム４４１
を形成していて、ラッチ４１０の嵌溝４１１に嵌め込まれている。触動キー４４０の他の
一端は底板４４２となり、その末端は下に向って突出した凸部を形成している。触動キー
４４０の二股アーム４４１と底板４４２とが相接する所は、凸軸４４４に形成され、凸軸
４４４で触動キー４４０を上層接手３ａの軸溝３９に嵌入し、凸部４４３をノッチ３１０
から露出させる（図８を参照）のである。
【００３２】
　図９を参照しよう。第１層接手３、或いは上層接手３ａに拘らず、リング部３１の上端
には、上に向って突出した固定式押しピン３００が設けられている。このピン３００は接
手３（３ａ）と一体に形成される。これはリング部３１の底端に位置するため、横方向梯
板５に包覆されていない。この固定式押しピン３００は丁度、上層接手３ａのノッチ３１
０に相対している。
【００３３】
　使用に当り、図１０、図１１に示すように、手動制御ボタン４５を梯子の中央に移動す
るとき、引き棒４４はラッチ４２を梯柱素子の固定用通孔２３から引き離す。ただちに上
段梯柱素子２ａ、上層接手３ａと上層横方向梯板５ａは落下する。上層接手３ａが落下し
て第１層接手３と折り重さなったとき（図１１を参照）、第１層接手３上端の固定式押し
ピン３００は、上層接手３ａのノッチ３１０に挿し込み、同時に上層締付手段内部にある
触動キー４４０の凸部４４３を突き、触動キー４４０を振らせ、その二股アーム４４１で
ラッチ４１０を後退させる。ラッチ４１０が第３段梯柱素子の固定用通孔から退出したと
き、第３段梯柱素子、接手と横方向梯板は同時に落下する。引き続き第３層接手の固定式
押しピン３００で第４層の触動キーを突けば、第４段梯柱素子、接手と横方向梯板は落下
する。このように第１層の手動制御ボタン４５を作動するだけで、各段の梯柱素子が順次
に落下して折りたたむのである。なお、緩衝素子６と弾性体帯６２のおかげで、梯柱素子
の展開や折りたたみ作業に騒音を伴わないのである。
【００３４】
　以上の構成で、本考案に係る折りたたみ梯子は、少数の部品、安いコストの極く簡単な
構造で使用上の信頼性を高めることができるのである。開鎖手段を構造体の内部に隠蔽し
ているため、開鎖の際使用者の誤触動による危険の恐れはない。
【００３５】
　図１２を参照しよう。これは本考案に係る折りたたみ梯子のもう１つの実施例である。
この実施例では新規に１つの間隔保持用開鎖ブロック７を設け、その上端には、押しピン
と同じ大きさの間隔保持用押しピン７１があり、下端には押しピン用の押しピン護溝を備
え、この間隔保持用開鎖ブロック７を固定式押しピン３００の上端に取り付ければ、固定
式押しピン３００を持ち上げたと同じ効果がある。
【００３６】
　図１３と図１４を参照しよう。間隔保持用開鎖ブロック７を固定式押しピン３００上端
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に取り付けることにより、間隔保持押しピン７１を利用して、上方の接手内部の触動キー
４４０を押動して開鎖することができる。これは開鎖機構で順次開鎖する動作に悪影響を
与えることがないのみならず、上方横方向梯板５ａと下方横方向梯板５が折りたたんだ後
、１つの間隔７３を残し、特殊な場所で梯子を使用する場合、ケーブルや電線の通路を提
供できる。或いは長時間手袋を付けた作業員に、ここを握って作業する便を与える。
【００３７】
　図１５を参照しよう。これは本考案に係る折りたたみ梯子のもう１つの実施例である。
この実施例では、折りたたみ梯子１の下方に１組の補助弾性脚架を取り付けている。この
脚架８で梯子１と地面の接触面を広げ、使用の安全性を高めている。不平坦や高低差のあ
る地面で梯子を使用する場合、梯子の足場を調整できるので、安全性がよくなり、使用可
能の場所や範囲が広くなる。
【００３８】
　図１６、１７、１８を参照しよう。この補助弾性脚架８は、梯柱素子にはめ込める梯管
８１、８２と、両梯管８１、８２の間に設けた梯板８３と、梯管８１、８２下端の底座８
４と、底座８４の上端に設置した伸縮柱８５と、伸縮柱８５の下端の球座８６とを含み、
伸縮柱８５は球座８６で底座８４と結合し、また伸縮柱８５を自由に方向転換できるよう
にしている。伸縮柱８５の上端には更に１つの平衡素子８７を設け、伸縮柱８５は平衡素
子８７を通じて梯管８１、８２の内壁と接触して、揺動するのを防ぐのである。底座８４
はゴム脚パッド８４１、中蓋板８４２と上蓋板８４３とからなり、中蓋板８４２と上蓋板
８４３は互いに抱き合って、球座８６を中に包み、伸縮柱８５の方向転換を便利にする。
【００３９】
　また、伸縮柱８５の中段の位置に１つの引伸し制御手段８８を設けている。これは基座
８８１に取り付けた渦巻ばね８８２の上に載置した、鉄製の単方向止金８８３の上に、更
に１つの傾斜状ブロック８８４を載せた構成である。単方向止金８８３と傾斜状ブロック
８８４の間に、伸縮柱８５を通す穴（未図示）が開けられている。単方向止金８８３が傾
斜すると、傾斜した穴の縁部が、伸縮柱８５をただ上に伸びるだけで、もとに戻らないよ
うに制御するため、使用中の梯子の安全を確保する。なお単方向止金８８３と伸縮柱８５
の作用で、梯子の高度の調整もできることは言うまでもない。
【００４０】
　単方向止金８８３の一端に取り付けた引金８８５は、上に引上げたとき、単方向止金８
８３を押圧して水平状に戻す。このとき、伸縮柱８５は孔縁と抵触した状態から解放され
るので、本来の状態に復帰できるのである。
【００４１】
　図１９を参照しよう。本考案に係る折りたたみ梯子には、閉鎖した状態を表示する機能
がある。同図に示すように、接手３の軸接部３２の両側にそれぞれ、１つの窓枠３２３、
３２４が開設され、外表面にそれぞれの区域を標示した２つの表示片９１、９２が、窓枠
３２３、３２４に嵌め込まれている。第１表示片９１の一端には横方向の挿しピン９３が
あり、第２表示片９２の一端には横方向受穴９４が開設され、さらにラッチ９５の柱体上
には１つの横穴９５１があり、第１表示片９１の挿しピン９３が横穴９５１を貫通した後
、第２表示片９２の受穴９４に挿し込む仕組になっている。横方向梯板９６の両側には各
々表示片の第１区域９ａ、或いは第２区域９ｂだけを露出させる覗穴９６１が開けられて
いる。
【００４２】
　このように、作業員は覗穴９６１から、表示片の第１区域９ａか、または表示片の第２
区域９ｂかを観察して、ラッチがしっかり入っているか、否かを確認できるのである。
【００４３】
　図２０、２１Ａ、２１Ｂを参照しよう。図２１Ａは図２０のＡ部の拡大図であり、ラッ
チが梯柱素子の固定用受穴に挿入している状態で、覗穴９６１は第２区域９ｂを表示して
いる。図２１Ｂは図２０のＢ部の拡大図であり、ラッチが梯柱素子の固定用受穴から退出
した状態で、覗穴９６１は第１区域９ａを表示している。このように作業員は外から覗穴
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９６１をのぞき、ラッチがかかっているか、否かを確認して、作業の安全を期すのである
。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本考案に係る改良された折りたたみ梯子は、接手上端に取り付けた固定式押しピン、梯
柱素子上端の管口に形成した内凸状のジャーナル部、梯柱素子の下端に設けた外凸状のフ
ランジ部などにより、梯柱素子の展開時の予期しない離脱事故を防止できるものである。
全体的組立は容易に制御ができ、便利である。更に間隔保持用開鎖ブロック及び補助弾性
脚架の設置により、この折りたたみ梯子の安定性は一層高まり、その使用範囲も広くなり
、産業上の利用価値もすこぶる高く、将来大量生産して、高所作業器具の花形となるであ
ろう。
【００４５】
　以上を総合すると、本考案に係る改良された折りたたみ梯子の構造は、確しかに使用上
の安全性を向上し、折りたたみ動作の迅速という機能を有する。このような機能は従来の
折りたたみ梯子の欠点を徹底的に改善するものである。未だ世間に公開していなく、新規
性及び進歩性に関する法定された実用新案登録請求の要件に十分合致するものと考える。
【００４６】
　以上詳細な説明は、本考案の実行可能な実施例についての具体的説明である。但し、こ
れらの実施例は本考案の実用登録新案請求の範囲を制限するものではなく、およそ本考案
の技術精神を逸脱せずになされた同等効果の実施、または変更は、全て本考案の実用新案
登録請求の範囲内に含まれるものとする。
【符号の説明】
【００４７】
８００　　　　　梯子
８０１　　　　　従動板
８０２　　　　　底部通孔
８０３　　　　　触動キー
１　　　　　　　折りたたみ梯子
２　　　　　　　梯柱素子
３　　　　　　　接手
５　　　　　　　横方向梯板
２ａ　　　　　　上段梯柱素子
３ａ　　　　　　上層接手
２１　　　　　　ほぞ穴
２２　　　　　　位置決め穴
２３　　　　　　固定用通孔
２４　　　　　　外凸フランジ
２５　　　　　　内凸フランジ
２６　　　　　　制止穴
２０１　　　　　ジャーナル部
２０２　　　　　外凸フランジ部
３０　　　　　　貫通孔
３１　　　　　　リング部
３２　　　　　　軸接部
３３　　　　　　ねじ
３４　　　　　　位置決めテノン
３５　　　　　　粘液流道
３６　　　　　　注入孔
３７　　　　　　通路
３８　　　　　　直溝



(10) JP 3171708 U 2011.11.17

10

20

30

40

50

３９　　　　　　軸溝
３００　　　　　固定式押しピン
３１０　　　　　ノッチ
３２１、３２２　側板
３２３、３２４　窓枠
４ａ　　　　　　第１層締付手段
４ｂ　　　　　　上層締付手段
４１　　　　　　制止板
４２　　　　　　ラッチ
４３　　　　　　ばね
４４　　　　　　引き棒
４５　　　　　　手動制御ボタン
４６　　　　　　Ｃ型片
４１１　　　　　通孔
４２１　　　　　連結端
４２２　　　　　嵌溝
４１０　　　　　ラッチ
４２０　　　　　ばね
４３０　　　　　スリーブ
４４０　　　　　触動キー
４３１　　　　　立板
４４３　　　　　凸部
４４４　　　　　凸軸
４５１　　　　　導板
４５２　　　　　水平溝
５１　　　　　　通孔
６　　　　　　　緩衝素子
６１　　　　　　突起
６２　　　　　　弾性体帯
６３　　　　　　挟膜
７　　　　　　　間隔保持用開鎖ブロック
７１　　　　　　間隔保持用押しピン
７２　　　　　　押しピン護溝
７３　　　　　　間隔保持用空間
８　　　　　　　補助弾性脚架
８１、８２　　　梯管
８３　　　　　　梯板
８４　　　　　　底座
８５　　　　　　伸縮柱
８６　　　　　　球座
８７　　　　　　平衡素子
８４１　　　　　ゴム脚パッド
８４２　　　　　中蓋板
８４３　　　　　上蓋板
８８　　　　　　引伸し制御手段
８８１　　　　　基座
８８２　　　　　渦巻ばね
８８３　　　　　単方向止金
８８４　　　　　斜状ブロック
８８５　　　　　引金
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９ａ、９ｂ　　　区域
９１、９２　　　表示片
９３　　　　　　挿しピン
９４　　　　　　受穴
９５　　　　　　ラッチ
９５１　　　　　横穴
９６　　　　　　横方向梯板
９６１　　　　　覗穴
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